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新型コロナウイルス感染症院内発生について 

（第 12報） 

3 月 18 日から 3 月 22 日の期間での、当院職員および入院患者様の新規発生はありませ

ん。3月 22日現在の感染者は、入院患者様 2名が当院の病棟にご入院中で、当院職員 1名

は自宅待機となっております。 

（入院患者様 2 名は、症状軽快に伴う隔離解除基準を満たすことが出来ず、長期隔離と

なっています。） 

 

当院で発生した新型コロナウイルス感染症の院内感染につきまして、最終患者様の発症

から 2 週間の観察期間が終了しました。新規患者様の発症については、3 月 7 日以降確

認されておりません。 

つきましては、2021 年 3 月 16 日から通常の診療体制といたします。 

関係者の皆様には大変なご心配とご迷惑をおかけしたことを心よりお詫び申し上げま

す。 

引き続き、鴻巣保健所の指示に従い、院内の感染拡大防止対策をより強化するとともに、

患者様と職員の健康管理を徹底いたします。 

 

皆様にも来院時のマスクの着用や体温確認などの健康チェック、面会・外出の制限等で

ご不便をお掛けいたしますが、何卒ご理解とご協力のほど宜しくお願いいたします。 

 


